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我 が国の航空身体検査制度 は、航 空機の運航

乗組 員か運航業務 を行 うため に必 要な心身の状

態を保 持 して い る か ど うか を検 査 し、 航 空 の 安

全を 図 る こ とを 目的 と して、 昭 和 4 5年 に現 行 の

形式 に な って い る。 この 目的 を 的確 に 遂 行 す る

ためには、最新の航空医学 に関す る知 見 に基づ

いた航空身 体検査基準 による制度 の運 用か望 ま

れている。 そのため に、昭和 45年以 降 3 回の基

準改定か行われてきた。今回、国土交 通省 では、

平成 12年 2 月 か ら 4 回 に亘 り、航 空審議会航空

身体検査 基 準部 会 を開催 し、 G lob a l Standard

も視野 に入 れた広汎な見直 しを行 い、 その結果

を平成 12年 6 月 に国土交通大 臣に答申 している。

この答 申に基 づ く所要の法令改正 か行われ、

本年 10月 1 日か ら施 行 され た 。 こ の新 しい 航 空

身体検査基 準及 びマニ ュアルの改 定の概 要 につ

いて述 べ る。

航空需議会答 申をも とに改定 され た航空 身体

検査基準の概要 は以 下の 4 つ に大別で きる。

1 C A O 、欧米の基 準に準拠 した もの

こiう裸眼視力基準か 削除 された。今回の改定 の大

き いポ イ ン トて あ り、 視 力 か 基 準 に満 た な い

こ と によ り飛 行 機 に乗 る こ と を あ き らめ て い

る方たちへの朗報 と思 われる。

怠・夜間視力基準か削 除された。 欧米で は実施 さ

れて いな い検査 て、検査 機器も普及 していな

い こ とか ら、 今 回 削 除 され た 。

亡二宣伸 距 離 視力 基 準 か 新 設 され た 。 コ ッ ク ピ ッ ト

内の計 器を確 認す るため に重要 と思 われ、欧

米 で は 広 く実施 され て い る検 査 で あ る。

これ までの航空 身体検査の実績 の評価及 び調査

研究 の成果 を反 映 した もの

し王〕従来 は肺嚢 胞か存在す るた けで不適合 であ っ

た力（、自然気胸 を発症 していな い 「肺嚢胞 」

は適 合 と して 扱 わ れ る こ と とな った 。

昔）脳 波 に関 して は、「鰊 又 は鰊徐 波、 鰊・徐 波

複合、 明 らかな局在性徐波及ひ高度 の基 礎律

動異常 を呈 し、てんかん性疾患 を否定 でさな

い もの 」 と して 、 従 来 の 脳 波 に つ い て の 記述

か よ り具 体 化 さ れ た 。

不適合疾患 を追 加 したもの

・ 「 リウマチ性 疾患、膠原病、免疫不全症 等」

の項 目の追加

今回不適合疾 患 と して追加 され た疾患 は、従

来運動器 や他の臓器の異常と して、不適合とな っ

ていた経緯 かある。 しか し、近年膠原病 や免疫

不全疾患の概念 が定 ま って きてお り、航空 身体

検査零会 において対象 とな る事案の提出 もあ っ

たこ とか ら、 改 め て 基 準 に追 加 され た。

他の法律の改正 によ るもの

・ 平成1 1年 4 月 1 日よ り「感染症の予防及 び感

染症 の患者 に対す る医療 に関 する法律」（以

下、感染症法） が施行 され、同時 に性病予防

法か廃止 され た。 この法律廃止 に伴 い、従来

の性病 は感染症法 に含まれた。性病の定 義及



び取扱 いか変わ ったため に性病 の項 目は削除

され た。

卜注意及 び手続

・ 指定航空身体検査医の実施権限か明確化 され、

同時 に自己の責 任の下 に航空身体検査 証明を

行 うよ う指 定医の責務が明確 にされた。

・ 指定医又 は航 空身体検査機関 において検査 に

従事す る医 師は既往歴、医薬品 の使用 等 を確

実 に把握す るよ うに努め、指定医 は、 申請 者

の常用 している医薬品の使用 によ り、 航空機

の正常 な運航 かで さな いお それが ある と認め

られ る場合 は不適合 とす ると同時 に、 医薬品

によ って正 常な運航がで きないおそれ かあ る

か どうか不明の場 合も不適合 と して国士交 通

大 臣 の 判 定 を受 け る こ とか 明 記 され て い る。

・ 検査の結果及 び所見 、その他判定 の根 拠 とし

た事項の航空身体検 査証 明申請書の医 師記入

欄への記載の励 行が示 された。

・ 当然の ことてあるが、指定医 は自らの航空 身

体 検 査 証 明 を行 って は な らな い 旨文 言 と して

明記 され た。

2 ． 内科・ 肥満

・ 肥 満の評価方法の変更

従来の肥満の評価 は、標準体重 （肥 満度 ）

によ L」行われた。現在、国際標準 として B M l

（B o dv MaSSlndex）が一般に用いられてい

る こ とか ら、 評 価 方 法 を B M lへ 変 更 し、 30 以

上 を不適合 とした。一 般的 に18．5以 上25未 満

が標準 とされて いる （日本肥満学会）。肥 満

は生 活習慣 病の危険因子 であ る。

（参考）

B od v M ass lnd ex ＝ （体 重 K g）÷（身 長 m ）∵

3 ． 内科・ 腫瘍

・ 腫瘍 には悪性腫瘍 と良性腫瘍 があ る。前者 か

いわ ゆる癌てある。今回、良性腫瘍 について、

航空業務 に支障を来 さな い と判断 された もの

について適合 とす る旨が 明記 された。

4 ．内科・ 感染症

・性病 予防法の廃止 に伴 い、性病 の項目か削除

され た。

・ 従来 「伝 染病予防法」 に規定 されていた疾 患

か 「感染症 の予防及び感染症の 患者 に対す る

医 療 に関 す る 法 律 」 て は新 しい 分類 と な り、

その分類 に準拠 して、基準 では I ， Ⅱ ， Ⅲ 類

全 ての感染症 とⅣ頬の一部の疾患 を不適合 と

して い る。

（該 当疾 患） エ ボ ラ 出 血 熱 、 ク リ ミア・ コ ンコ

出血 熱 、 マ ー ル プ ル ク病 、 ラ ッサ 熟 、 ペ ス ト、

コレラ、 細 菌 性 赤 痢 、 腸 チ フ ス、 パ ラ チ フ ス 、

ジフテ リア、急性 灰白髄炎、腸管 出血性大腸 菌

感染症、 イ ンフル工 ンサ、黄熱、回帰熱、狂犬

病、炭痘、 ツツカム シ病、梅毒、破傷風 、百 日

咳、麻疹、 マラ リア、淋菌感染症

5 ．内科・糖尿病

・ 糖尿病 は膵臓 か ら分 泌 され るホル モ ン、 イ ン

ス リンの作用 不足 か ら生 じる慢性高血糖 を特

徴 とす る疾患 である。 血液中の糖分が有効 に

使 用 て きす 、 血 管 に障 害 を引 き起 こす こ とに

な る。 そこで、血 液中の糖の値 （血糖値）て

糖尿病 であるかを判 断す る。

・ 糖尿病の診 断基準 が世界的 に改訂 され、 日本

糖尿病学会 も1999年 に新 しい診断基準 に変更

して い る。 今 回 の 基 準 及 び マニ ュ アル の 改 定

では、 この 日本糖尿 病学会の新 しい判定基準

か採用 されて いる。空 腹時 血糖値 「140m 9／

d l以 上 」 を 「 126m g／d l以 上 」 と し、「又 は 随

時血 糖値 200m g／d l以上 で あ るもの 」が追 加

され た （図 1 ） 。 この 基 準 に照 ら して、 糖 尿

病の診断か行 われ る。

・従来、糖尿病 と診断 された場合は不適合であ っ

たか、糖尿病 てあ っても食事及び運動療法 て

H bA I cか平均8．0％未 満であ り主 要臓器の合

併 症 か な け れ ば 適 合 と して よ い と緩 和 さ れ

た。

境 界 型 の 事 例 に は再 検 査 及 び 75g O G T T

（図 1 横 軸の G T T 2 時間 値参照） を実施 し確

認 を 行 う 旨、 マ ニ ュ ア ル に 記 載 され て い るの



6 ． 内 科・ 新 規 ：頃日

二「リウマ チ性疾患、膠 原病及び免疫不全症」

の項 胃 が 新 た に規 定 さ れ た 。 リ ウマ チ 性 疾 患

及 び月琴J頁病 は、 自 己免 疫 疾 患 と いわ れ 、 本 来

細 菌 や ウ イル スな どの 外 敵 に対 して 働 く抗 体

が、 自分 の身体の一部 又は全部を攻撃 するこ

とに よ って 起 こ る と さ れ て い る。 そ の 機 序 は

不 明 な 点 も多 いか 、 ス テ ロ イ ドを 中 心 に した

治療 を継 続 す る必 要 が 生 しる こ と多 い 。 免 疫

不 全 症 は 、先 天 的 な もの が多 く認 め られ る力く、

後 天的 な ものの代 表例 はA ID S で あ る。 外敵

に対 す る 防 御 が 低 下 す る こ とで、 日常 生 活 で

は罷 る こ との な い感 染 症 に感 染 し、 そ れ が 原

因 で 死 に 至 る例 も あ る 。 現 在 、 疾 患 と して 認

め られ て い る も の が 不 適 合 状 態 と して 指 定 さ

れた。以下 に示 す。

q ）リ ウマ チ 及 び リウ マ チ 類 縁 疾 患

・ 慢 性 関 節 リウ マ チ

・ そ の 他 の リウ マ チ性 疾 悪

②膠 原病及び腰原病類縁 疾患

・ 全身 性 エ リテ マ トー デ ス

・ シ 工 ク レン症 候 群

・全身 性硬化症 （強皮 症）

・多発 性筋炎・ 皮膚筋 炎

・ ベ ー チ ェ ッ ト病

・ その 他の膠原病類縁疾 患

③免疫不 全を伴 う疾患

・ ア レルギー疾患の不適合状態 に「ア レルギー

性 皮 膚 疾 患」 が 追 加 さ れ た。 これ は、 ア ト

ピー性皮膚疾 患な どの疾患 に対応 す る項 目

の 追 加 で ぁ る。

7 ． 内科・呼吸 機能低下

・ 「肺権能」か ら「呼吸機能」 に記述 を変更 さ

れた。

・ 不適合状態 に慢性 閉塞性肺疾患 （慢性気管 支

炎、慢性肺気 腫な と）の記述が迫力ロされ た。

この結果、代 表的な呼吸器疾患か網羅 され た

こ と に な る 。

・ 呼吸機能検査 の不 適合状態の数値基準 「％肺

活量 60％以下」 が 「％肺 活量 80％以下」 に、

「 1 秒率 55％以 下」 が 「 1 秒率 70％以下 」 に

変更 された。 これは呼吸機 能の標準的な診 断

基 準 、 換 気 機 能 障害 の分 筆頁に 準 拠 した もの で

あ る （図 2 ）。 ％ 肺 活 量 80 ％以 下 は拘 束 性 換

気障害、 1 秒率70％以下 ほ閉塞性換気障害 か

疑われる。 拘束性換気 障害 とは、主 に肺や そ

の周 L」の 胸 郭 が 硬 くな り、 動 きが 拘 束 され て

しま う状 態 で あ L」、 肺 炎 や 肺 癌 、 無 気 肺 な ど

が 代 表 的 な 疾 患 で あ る 。、 胸 膜 に 原 因 の あ る

気 胸 な ど、 さ ら に心 肥 大 や 肥 満 、 妊 娠 によ る

胸部 の圧迫 も原因 とな る。 閉塞性 換気障害 は

文字通 り気道 や肺の閉寒て あ L」、 その代表疾

患 は、気管支 喘息や慢性気 管支炎、さ らに慢

性肺気腫が挙 げ られ る。航空機 とい う低 圧 ・

低酸素の環境 で はいすれの場合 も症状 を悪化

させ、航空機 の操縦 に支障 を来 す可能性 があ

り、 慎 重 な対 応 が 必 要 と思 わ れ る。

8 ．内科・循環 器

〔 カ血圧異常 （低血圧 ）

低血 圧 につ いて、 数 値基 準 「収縮 期血 圧 95

m m H g 以上及 び拡 張期 血 圧50 m m H g以 上 」 が

削除 された。 一方 、「起立 耐性検 査の結 実、 収

縮期 血圧 が 90m m H g 以 下の もの」 が 「自覚 症

図1 ． 日本糖尿病 学会の判定基準

G T T 2 時 間 値 1‖） 20 0 mR ／dg
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正常型
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図 2 ．換気税 能障害の分類
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状を伴 う起立性低血圧 」とされた。血圧 は 160／

9 0未満で、 自覚症状 を伴 う起立性低血圧が な け

れば適 合 とな る。

②血圧異常 （降圧薬）

高血圧 に対す る降圧薬 の使用許容範囲 につい

て、従来単一 の降圧薬 の使 用のみで あった が、

3 種 類 まて 認 め る こ と と し、 あわ せ て容 認 降 圧

薬と してA Ⅱ受 容 体 括 抗 薬 が 新 た に追 加 され た。

但し、従来通 り、「降圧 薬の使 用 によ L」血圧 値

が基準値 を超 えす、か つ、 一定用量が維持 され

てか ら 1 ヶ月 間 を経 過 した 後 使 用 薬 品 に よ る副

作用 力く認 め られ な い とき は 適 合 とな る」 と の記

載にあ るよ う に、 1 カ月 の 経 過 観 察 期 間 が 指 示

され て い る。

（認可降圧薬 ）

（1）降圧利尿薬 （2）カル シウム括抗薬

（3）β遮断薬 （4）A C E 阻害薬

（5）A II受容体 括抗薬

③心筋障害

・ 航空身体初 回検査 に義務 づ けている運動 員荷

心 電 図 検 査 が 「必 要 に応 し て実 施 す る こ と」

とな った。

・ 運動 負荷心 電図 を行 う場 合の条件であ る 「心

拍数 か年 齢 相 当最 大心 拍 数 の70％以 上」 を

「同最 大心拍 数の 80％以上」 に変 更 された。

運動 による身体へ の負荷 か少な いと心筋 の異

常 を 描 出 で さ な い場 合 が あ L人 寸票準 的 な 検 査

基 準 を採 用 した こ と に よ る。

・ 運動 負荷 方 法 の うち負 荷 のか け に くいマス ター

法 は 削 除 し、 エ ル ゴ メ ー タ 一 法 及 び ト レ ッ ド

ミル 法 を勧 め て い る。

・ 心筋障害又 は冠動脈 障害は航空の安全 上重要

な疾 患であ L」、操 縦 における突 発性 機 能喪 失

を 起 こす 可 能 性 か あ る 。 心 電 図 は慎 重 に 取 り

扱 い、 判 読 に は必 要 に応 じて専 門 医 の 診 断 に

よ り判 断 す るこ とが 明 記 され て いる。 原 則 と し

て、安静時 心電図、 負荷心 電図て心筋 障害や

冠動 脈障害 を疑 った場合 は、大臣判 定 となる。

④後天性弁 膜疾患

・ 不適合状態 の疾患 であ っても、超 音波 ドップ

ラー検査 での重症度が l度 （最 も軽度）以 内

で心機能 に異常か認め られなければ適合 とな

る。軽度の弁膜疾 患は指定 医にて適合 と判断

て き る こ と と な っ た 。

⑤調 律異常

・不適 合状 態 と しての安静時臥 位の脈拍数 （5 0

以 上10 0以内／分）の数値基 準が削除 された。

しか し、 甲 1犬腺 疾 患 な ど が基 礎 疾 患 の 存 在 か

疑 われ る場合 は、指定 医の指 示 に基づ いて検

討 を行 う必 要 が あ る。

・調 律異常 に対 して、近年標 準的な治療法で 禿

る カ テ ー テ ル・ ア プ レー シ ョン （異 常 な 拍 動

の 原 因 とな る 電 気 的経 路 を レー ザ ー な どで 焼

灼 す る） な どの 侵 襲 的操 作 を 行 った も の が 不

適 合 1大態 に追 加 さ れ た。

9 ． 内科・消化器

・ 慢 性 肝 炎 にお け る イ ン タ ー フ ェ ロ ンの 使 用 中

は不 適 合 とす る 旨明 文 化 され た 。

1 0． 内科・ 血液お よび造血臓器 （貧血）

・ 貧 血 は血 液 中 の ヘ モ グロ ビ ン、 ヘ マ トク リ ッ

トの 2 つの指標 によ L」判定す る。貧血の不適

合状 態の数値 基準 は従来 「ヘ モ クロビン値 1 1

g ／d l未 満 」、「ヘ マ トク リ ッ ト値 3 1％ 未 満」 で

あ ったが、今回 の改定 で男女 別の数値が設定

さ れ 「男 性 に あ って は 11g ／d l未 満 若 しく【ま3：

％ 未 満 」、「女 性 に あ って は 9 g ／d l未 満 若 しく

【ま27％ 未 満 」 と な った。

1 1． 外科・ 自然気胸

・従来、肺のう胞の所見のある者は不適合 とな っ

ていたが、 自然気胸又 はその既往歴がな い場

合 は 適 合 と扱 う こ とに な った 。 身 体 検 査 で 脈

の う胞が発見 された場合 は、自然気胸の所員

や既往 かない限 り、指定医 において適合 と判

断 で さる。

・ 陶 部 手 術 に関 し て は、 不 適 合 状 態 と して 「手

術 後 6 か 月 を 経 過 しな い も の 」 を 「手 術 後 2

か 月 を 経 過 しな い も の」 に短 縮 され た 。

1 2．精神及 び神経 系

①て んかん及 び意識障害等

脳 波 に関 して は、「碑 文 は頼徐 波、頼・徐 波



複合、 明 らか な局在 性徐波及び高度 の基礎律動

異常 を呈 し、 てん か ん 性 疾 患 を否 定 で きな い も

の」 と して、 従 来 の 脳 波 につ いて の 記 述 か よ L」

異体化 され た。

②末梢神経系統及 び自律神経系統の 障害

不 適 合 状 態 と して 、 欧 米 にイ放って 「航 空 業 務

に支障を来すおそれのある片頭痛及び慢性頭痛」

が追加 され た。

1 3．眼 科

（ む外眼部及 び眼球 附属器 （第 2 種の み）

屈折矯正手術 について国士交通大 臣の判定を

申請す る場合 についての注意が明記 され、大臣

判定申請 が具体化 した。

②眼圧測定

緑内 障は眼圧 のみでな く、視野や 眼底所見よ

り徴 候 が伺 え る こ と、 さ ら に正 常 眼 圧 緑 内 障 が

増加 して い る こ とか ら、 眼 圧 測 定 r］こ初 回 及 び 40

歳以降年一 回で実施 す るよう変更 された。

③遠距離視力

今 回 改定 の大 きな ポ イ ン トで あ る 。

・裸 眼視力の最低 基準値 （0．1） 力哨り除 された。

裸 眼・ 矯正 の いすれ でも 第 1 種 で 1，0、 第 2

種 で 0 ．7の 視 力 を確 保 で され ば よ い。

・ 矯正 眼 鏡 の屈 折度 基準 を第 1 種 につ いて は

「（± ） 4 D 」 を 「（±） 6 D 」 へ、 篇 2 種 につ

い て は 「（±） 5 D 」 を 「（±） 8 D 」 へ 緩 和

す る。

・矯正 眼鏡を使用す る場合、裸 眼及 び矯正視力

の い す れ につ いて も 測 定 す る こ とが 書己載 され

て い る。

・常用 眼鏡 は中昆巨離及 び近距離視力 基準 にも同

様 に 適 合 す る もの で な くて は な らな い こ とが

明 記 さ れ て い る。

④中距 離視力 （第 1 種 のみ）

・ 中 琵巨離 視 力 基 準 と して、 各 眼 （矯 正 可 ） 力て日O

c m の視距離で、近岸巨離 視力表 （3 0c m 視力用）

よ LJ O ．2以 上 の 視 標 を 判 読 で さ る こ とが 新 設

され た （80 cm で の 0．5 に相 当 す る）。

・ 中 岸巨離 視力 基 準 に適 合 す る た め の矯 正 眼鏡 rま、

遠 足巨離 視 力 が 確 保 で き る も の て な く て は な ら

な い と 定 め られ た 。

⑤近距離視 力

・ 近距離視 力基準 に適合す るための矯正 眼鏡 に

つ い て、 遠 距 離 視 力 が 確 保 で さ る も の で あ る

こ と 。

（ 昏視 野

・ 検査方 法を量的視野計 に限定す る。代 表的な

量 的視 野 計 は コー ル ドマ ン視 野 計 力くあ る。

⑦夜 間視力

・ 検 査 機 器 が 普 及 して いな い こ と、 欧米 て は こ

の検 査 は 行 わ れ て いな い こ とな ど の理 由 か ら

削 除 す る 。

⑧色覚

・ 原 則 と して 初 回 検 査 時 に の み、 従 来 と同 様 に

石 原 式 色 覚 表 を用 い て行 う こ とに な った 。

・ 国土交通 大臣の判定 を申請 する場 合、普及機

器 ではない ランタン型色 覚検査 器の検 査結果

は必 要 と しな い こ と にな った。 従 って 、 ア ノ

マ ロ ス コ ー プ 及 び パ ネ ル D －15 を 大 臣 判 定 時

に提 出 す る こ と とな る。

上 記、（卦④⑤の眼鏡の使 用 にあた って は、航

空法 7 1条 に述べ られ ている 「操縦者の見張 L」義

務」 の 見 地 か ら、 遠 距 離 視 力 が 確 保 で さ る こ と

か第 一 条 件 で あ り、 従 っ て 遠 足巨雛 用 の 限 董削 ま

「 常用 す る」眼鏡 （常用 眼鏡） とな る。中距離、

近距離用眼鏡 については携 帯が義務付 けられる

が、 同 条 の 主 旨 か ら中屋巨離 ・ 近 居巨離 と も に便 用

する場合 には遠距離視力 を確保で きる眼鏡 の使

用が 必 要 とな る。

今回の航空身体検査 基準 及びマニ ュアルは、

所要の法令改正 な どに時間 を要 し、平成 13年 9

月27 日 にマ ニ ュア ル が示 さ れ た 。 可 及 的 早 期 に

改定のテーマ でもあ った指 定医への理解 徹底 が

図られ 、 充 実 した 新 基 準・ マニ ュ アル 運 用 か な

され るよ う期 待 した い。

当 セ ン ター で も 10月 1 日 よ り新 基 準 ・ マ ニ ュ

アル下で運用 を開始 してお り、本稿か身 体検査

証明 を受 けられる航空機乗組員の皆様の 理解の

助けになれ ば幸いである。 以上
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